
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき，平成２０年８月１２日

付けで認可した上梅ノ木町北部町内会の主たる事務所の所在地及び代表者変更

の届出，平成１３年３月３０日付けで認可した瓦町町内会の代表者変更の届出

並びに平成５年１１月１８日付けで認可した鳥居本町自治会の代表者変更の届

出があったので，同条第１０項の規定により，次のとおり告示します。 

  平成２７年５月７日 

京都市長 門川 大作   

 

変更があった事項及びその内容 

 

１ 主たる事務所の所在地 

 変更前 変更後 

上梅ノ木町北部町

内会 

京都市北区小山上初音町

２０番地 

京都市北区小山上初音町

２７番地２ 

 

２ 代表者の氏名 

 変更前 変更後 

上梅ノ木町北部町

内会 
梅尾 功 髙栁 智子 

瓦町町内会 坂本 雅子 久保 卓司 

鳥居本町自治会 松下 哲夫 居川 雅彦 

 

３ 代表者の住所 

 変更前 変更後 

上梅ノ木町北部町

内会 

京都市北区小山上初音町

２０番地 

京都市北区小山上初音町

２７番地２ 

瓦町町内会 
京都市伏見区深草瓦町 

８０番地の５ 

京都市伏見区深草瓦町 

９番地の２４ 

鳥居本町自治会 
京都市右京区嵯峨鳥居本

小坂町２２番地 

京都市右京区嵯峨鳥居本

仙翁町３番地１９ 

            （文化市民局地域自治推進室） 
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